
阿賀野市告示第２１３号 

 阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のよ

うに定める。 

  令和７年１１月２８日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱（平成２１年阿賀野市告示第６

４号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第４条、第５条関係） 

事業名 対象経費 基準額 

放課後児童健全育成事

業 

国が定める子ども・子育て

支援交付金交付要綱（令和

５年９月７日付けこ成事

第４８１号）に基づく事業

に要する経費 

国が定める基準により算

定した額 

保育環境改善事業 国が定める令和７年度（令

和６年度からの繰越分）放

課後児童クラブ等におけ

る性被害防止対策に係る

設備等支援事業費補助金

（令和６年度補正予算分）

交付要綱（令和７年４月２

４日付けこ成環第１８０

号）に基づく事業に要する

経費 

国が定める基準により算

定した額 

 第１号様式中「印」を削る。 

 第３号様式中「㊞」を削る。 

 第４号様式及び第５号様式中「印」を削る。 

 第７号様式から第９号様式までの規定中「㊞」を削る。 

   附 則 

 この告示は、令和７年１１月２８日から施行し、改正後の阿賀野市放課後児童健全育

成事業費等補助金交付要綱の規定は、令和７年４月１日から適用する。 
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